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登
録
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
九
年

四
月
二
十
五
日

第
六
〇
一
号

副
産
石
灰
肥
料

カ
キ
ガ
ラ
副
産
石

灰

 

四
六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

誠
信
産
業
株
式
会
社

岐
阜
県
羽
島
市
足
近
町
南
宿

一
五
六
番
地
一

平
成
三
十
五
年 

四
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
八
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所

変　

更　

の　

内　

容

変
更
年
月
日

変
更
事
項

変　

更　

前

変　

更　

後

第
五
六
五
号

副
産
石
灰
肥
料

４
５
肥
料
か
き
が

ら
石
灰

株
式
会
社
オ
ク
ト

栃
木
県
栃
木
市
沼
和
田
町
五
番
四
一
号

生
産
す
る
事
業
所
の

名
称
及
び
住
所
並
び

に
保
管
施
設
の
追
加

株
式
会
社
オ
ク
ト
宮
城
工
場 

宮
城
県
登
米
市
東
和
町
錦
織
字
土
手
外

一
三
八
番
地

株
式
会
社
オ
ク
ト
宮
城
工
場 

宮
城
県
登
米
市
東
和
町
錦
織
字
土
手
外

一
三
八
番
地

株
式
会
社
オ
ク
ト
松
島
工
場

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
北
小
泉
字
鴻
ノ

巣
四
九
番
地
七

平
成
二
十
九
年

三
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
九
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し

た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

失
効
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
九
年

三
月
八
日

第
五
四
六
号

混
合
有
機
質
肥
料

バ
イ
オ
ノ
有
機
Ｐ

Ｅ
Ｒ
６
・
０

六
・
〇

四
・
〇

二
・
五

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

平
成
二
十
九
年

三
月
八
日

第
五
四
七
号

混
合
有
機
質
肥
料

バ
イ
オ
ノ
有
機
Ｐ

Ｅ
Ｒ
６
・
５

六
・
五

四
・
〇

二
・
五

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

大
成
農
材
株
式
会
社

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
肥
料
の
検
査
の
結
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果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

平
成
二
十
九
年
一
月
〜
平
成
二
十
九
年
二
月
分

検

査

の

概

要

肥
料
の
種
類
等

保
証
票
添
付
者

肥

料

の

名

称

分

析

検

査

保
証
票
の
検
査

そ
の
他
の
検
査

備

考

項

目

指
摘
事
項

副
産
石
灰
肥
料

有
限
会
社
千
葉
肥
料

４
５
・
０
貝
殻
石
灰
稔
１
号

主
成
分－

Ａ
Ｌ

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
九
日

加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料

伊
達
物
産
株
式
会
社

ダ
テ
ユ
ー
キ
ペ
レ
ッ
ト

主
成
分－

Ｔ
Ｎ
、
Ｔ
Ｐ
、
Ｔ
Ｋ

保
証
成
分
量
不
足

（
Ｔ
Ｎ
）

ヒ
素

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
四
日

副
産
石
灰
肥
料

グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
株
式
会
社

天
然
か
き
殻
石
灰

主
成
分－

Ａ
Ｌ

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
二
日

消
石
灰

和
賀
仙
人
鉱
山
株
式
会
社

く
み
あ
い
６
８
防
散
消
石
灰

主
成
分－

Ａ
Ｌ

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
四
日

　

（
注
）
一　

分
析
検
査
及
び
そ
の
他
の
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
混
合
し
た
試
料
一
点
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　

二　

分
析
検
査
の
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　

三　

主
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ

－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ

－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ

－

加
里
全
量
、
Ａ
Ｌ

－

ア
ル
カ
リ
分

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
殊
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

平
成
二
十
九
年
一
月
〜
平
成
二
十
九
年
二
月
分

特　

殊　

肥　

料

の　

指　

定　

名

生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し

く
は
販
売
業
者
又
は
表
示
者

届　

出　

名

（
及
び
商
品
名
）

検　
　
　

査　
　
　

の　
　
　

結　
　
　

果

備　
　

考

Ｔ
Ｎ

（
％
）

Ｔ
Ｐ

（
％
）

Ｔ
Ｋ

（
％
）

Ｔ
Ｃ
ｕ

（
㎎
／
㎏
）

Ｔ
Ｚ
ｎ

（
㎎
／
㎏
）

Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ

（
㎎
／
㎏
）

Ｃ
／
Ｎ

水
分

（
％
）

そ
の
他

の
検
査

堆
肥

伊
東　

恭
一

堆
肥

一
・
〇
五

一
・
四
九

二
・
〇
六

一
四
・
九

五
一
・
五

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
八
日
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堆
肥

伊
東　

恭
一

堆
肥

一
・
二
〇

一
・
八
五

二
・
一
七

  

一
三
・
七

五
〇
・
五

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
八
日

堆
肥

竹
林
工
房

Ｂ
ａ
ｍ
ｂ
ｏ
ｏ　

Ａ
ｃ
ｅ 

＋
Ｓ
ｅ
ａ

〇
・
四
五

〇
・
四
〇

〇
・
六
四

  

六
一
・
七

四
三
・
二

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
九
日

堆
肥

新
国　

善
彦

堆
肥
（
牛
）

〇
・
三
八

〇
・
三
三

〇
・
五
四

一
四
・
九

七
九
・
三

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
六
日

堆
肥

株
式
会
社
バ
イ
オ
テ
ッ
ク

グ
リ
ー
ン
ス
パ
ッ
ト

一
・
七
九

三
・
五
二

二
・
九
四

  

一
二
・
九

三
四
・
五

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
三
日

堆
肥

有
限
会
社
蔵
王
高
原
牧
場

牛
糞
た
い
肥

二
・
八
八

四
・
九
二

二
・
七
一

一
一
・
九

四
八
・
一

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
三
日

堆
肥

有
限
会
社
蔵
王
あ
ぐ
り

牛
糞
た
い
肥

一
・
三
〇

二
・
六
九

二
・
二
五

一
一
・
一

五
六
・
七

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
三
日

堆
肥

丹
野　

均

牛
糞
た
い
肥

〇
・
八
〇

二
・
七
〇

一
・
二
七

  
 

一
八
・
四

六
二
・
四

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
三
日

堆
肥

合
資
会
社
ば
ば
農
場

牛
ふ
ん
た
い
肥

〇
・
五
七

一
・
六
四

〇
・
六
七

二
三
・
〇

六
七
・
二

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
四
日

堆
肥

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

Ｊ
Ａ
有
機
肥
料

一
・
八
九

三
・
三
二

一
・
八
八

四
九
・
二

二
九
四

一
一
・
八

四
八
・
〇

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
四
日

堆
肥

伊
達
物
産
株
式
会
社

ダ
テ
ユ
ー
キ

二
・
二
一

三
・
九
四

三
・
一
一

五
二
三

一
一
・
六

三
七
・
一

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
十
四
日

堆
肥

グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
株
式
会
社

バ
ー
ク
堆
肥
す
く
す
く

〇
・
五
七

〇
・
七
一

〇
・
七
〇

 

二
七
・
八

六
一
・
六

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
二
日

堆
肥

株
式
会
社
Ｔ
Ｍ
Ｒ

カ
ル
パ
ワ
ー
ソ
イ
ル

一
・
一
三

二
・
七
〇

一
・
五
一

  

一
七
・
八

一
〇
・
九

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
二
日

堆
肥

株
式
会
社
か
ど
さ
フ
ァ
ー
ム

た
い
肥

一
・
八
四

四
・
四
九

三
・
七
一

一
六
六

五
三
三

一
〇
・
三

三
一
・
一

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
二
日

堆
肥

有
限
会
社
狩
野
畜
産

グ
リ
ー
ン
パ
ワ
ー

三
・
六
一

五
・
七
三

三
・
三
九

三
六
二

八
四
一

七
・
六

二
六
・
七

立
入
年
月
日

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
四
日

　
　

備
考　

一　

分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ｕ－

銅
全
量
、
Ｔ
Ｚ
ｎ－

亜
鉛
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ－

石
灰
全
量
、
Ｃ
／
Ｎ－

炭
素
窒
素
比
、
水
分－

水
分
含
有
量
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〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

　

県
営
伊
豆
沼
２
工
区
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成

型
）））
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所
及
び
栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

　

県
営
伊
豆
沼
２
工
区
地
区
土
地
改
良
事
業
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
水
利
施
設
整
備
事
業
（
排
水
対
策
特
別
型
）

変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所
及
び
栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

　

県
営
貝
抜
沢
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
（
た
め
池
整
備
工
事
（
小
規

模
））））
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
横
沼
一
六
の
二
、
一
六
の
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

　
　
　
　
　

二　

分
析
値
は
、
Ｔ
Ｃ
ｕ
及
び
Ｔ
Ｚ
ｎ
に
つ
い
て
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
、
そ
れ
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
大
申
林
一
四
の
二
、
字
堀
籠
一
の
三
、
一
の
四
、
一
〇
の
五
か
ら
一
〇
の
七
ま
で

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
三

十
七
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海
岸
の
名
称

指　
　
　
　

定　
　
　
　

区　
　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾

沿
岸

菖
蒲
田

漁
港
海

岸

菖
蒲
田

地
区
海

岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ソ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と
ソ
点
を

結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点 　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
菖
蒲
田
浜
字
宅
地
一
二
二
番
地
に
設
置
し
た
標

鋲

イ
点　

Ａ
点
か
ら
一
四
五
度
〇
六
分
三
四
秒
八
八
・
五
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
二
三
〇
度
三
一
分
二
二
秒
九
五
・
五
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点 　

ロ
点
か
ら
三
四
三
度
三
九
分
四
五
秒
一
三
五
・
三
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

ニ
点 　

ハ
点
か
ら
二
五
〇
度
一
六
分
三
八
秒
二
一
四
・
三
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
一
九
七
度
三
五
分
一
九
秒
九
四
・
七
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ
点　

ホ
点
か
ら
二
五
六
度
一
一
分
〇
八
秒
八
一
・
九
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

ヘ
点
か
ら
三
三
九
度
五
〇
分
三
四
秒
三
〇
・
一
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
七
六
度
一
一
分
〇
九
秒
三
九
・
五
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
三
四
二
度
一
四
分
三
五
秒
四
一
・
六
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
二
七
三
度
一
九
分
一
四
秒
一
六
・
六
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
三
二
八
度
五
一
分
〇
四
秒
二
八
・
三
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
三
三
度
五
二
分
〇
九
秒
五
七
・
六
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
四
七
度
〇
五
分
三
六
秒
六
三
・
五
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
七
三
度
〇
二
分
一
一
秒
二
二
五
・
八
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
九
二
度
四
〇
分
二
七
秒
三
一
・
六
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
八
一
度
二
五
分
四
〇
秒
六
・
八
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
一
六
一
度
四
三
分
〇
〇
秒
四
四
・
五
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
一
一
四
度
二
〇
分
三
五
秒
六
九
・
三
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
七
ヶ
浜
町
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾
沿

岸　

菖
蒲
田
漁

港
海
岸　

菖
蒲
田
地

区
海
岸

　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号
に
よ
り

海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
七
ヶ
浜
町
菖
蒲
田
地
区
の
菖
蒲
田
漁

港
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
菖
蒲
田
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
四
七
六
番
二

地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
ヶ
崎
字
宮
ヶ
崎
一
番
二
地
先
ま

で

前
Ａ

一
八
・
〇
〜

 

三
〇
・
九

 

二
五
二
・
〇
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

　

Ｂ
　

九
・
七
〜

 

三
五
・
〇

 

三
六
七
・
七

後
Ａ

一
八
・
〇
〜

 

三
〇
・
九

 

二
五
二
・
〇

　

Ｃ
　

九
・
〇
〜

 

一
二
・
七

 

二
七
二
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
小
涼
七
六
番
地
先

か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
雷
前
二
二
番
六
地
先
ま
で

前
Ａ

一
三･

〇
〜

 

七
〇
・
〇

 

八
九
五
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ

一
三･

〇
〜

 

七
〇
・
〇

 

八
九
五
・
〇

　

Ｂ
　

六
・
〇
〜

 

七
・
〇

 

六
五
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
場
只
越
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

　

Ａ
　

五
・
〇
〜

 

二
六
・
〇

七
八
三
・
〇
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

前
Ｂ

一
二
・
五
〜

 

八
五
・
六

八
六
〇
・
〇

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
二
二
一
番
六
地
先
か

ら

　

Ｃ
　

五
・
〇
〜

 

八
五
・
六

九
〇
三
・
〇

同
市
唐
桑
町
境
六
番
一
四
地
先
ま
で

　

Ａ
　

五
・
〇
〜

 

二
六
・
〇

七
八
三
・
〇

後
Ｂ

一
二
・
五
〜

 

五
六
・
三

八
六
〇
・
〇

　

Ｃ
　

八
・
〇
〜

 

二
五
・
〇

一
一
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
四
七
六
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
ヶ
崎
字
宮
ヶ
崎
一
番
二
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

六
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
沖
田
六
〇
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
雷
前
二
二
番
六
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

五
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。
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そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

馬
場
只
越
線

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
二
二
一
番
六
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
境
六
番
一
四
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

六
月
十
七
日

 

午
後
三
時

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
七
号
（
洪
水
予
報
を
行
う
河
川
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
「
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、「
指
定
し
、
同
法
第

十
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
示
し
た
図
面
を
宮
城

県
土
木
部
河
川
課
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
東
土
木
事
務
所
に
備
え
置
き
、
縦
覧
に
供
す
る
」
を

「
指
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
七
北
田
川
水
系
七
北
田
川

二　

河
川
の
区
間

　
　

左
岸　

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
赤
生
津
百
三
十
番
一
地
先
（
赤
生
津
大
橋
）
か
ら
海
ま
で

　
　

右
岸　

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
字
沼
百
四
番
一
地
先
（
赤
生
津
大
橋
）
か
ら
海
ま
で

　

第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

基
準
地
点

　
　

市
名
坂
水
位
観
測
所

四　

指
定
年
月
日

　
　

平
成
十
七
年
六
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
（
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
関
係
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
の
表
白
石
川
の
項
か
ら
荒
川
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
広
瀬
川
の
項
中
「
大
臣
管
理
区
間
境
」
を
「
大
臣
管

理
区
間
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
以
外
の
区
間
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
境
」
に
改
め
、
同
表
七
北
田
川
の
項
、
梅
田
川
の
項
、
迫
川
の
項
か
ら
夏
川
の
項
ま
で
及
び
旧
迫

川
の
項
か
ら
二
迫
川
の
項
ま
で
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

　

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
洪
水
浸
水
想
定

区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

水
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
等

河
川
の
名
称

洪
水
浸
水
想
定
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継

続
期
間
並
び
に
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
十
条
の

二
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
基
本
高
水
の
設
定
の
前
提
と
な
る
降
雨
（
以
下

「
計
画
降
雨
」
と
い
う
。）
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が

想
定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

指
定
年
月
日

白

石

川

次
の
図
面
の
と
お
り

平
成
二
十
九
年

五
月
三
十
日

迫

川
　
　
　

〃

〃

七
北
田
川
　
　
　

〃

〃

二　

水
防
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
に
係
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
等

河
川
の
名
称

洪
水
浸
水
想
定
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継

続
期
間
並
び
に
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想

定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

指
定
年
月
日

荒

川

次
の
図
面
の
と
お
り

平
成
二
十
九
年

五
月
三
十
日

斎

川
　
　
　

〃

〃
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旧

迫

川
　
　
　

〃

〃

小
山
田
川
　
　
　

〃

〃

萱

刈

川
　
　
　

〃

〃

大
水
門
川
　
　
　

〃

〃

西

川
　
　
　

〃

〃

瀬

峰

川
　
　
　

〃

〃

夏

川
　
　
　

〃

〃

三

迫

川
　
　
　

〃

〃

二

迫

川
　
　
　

〃

〃

芋

埣

川
　
　
　

〃

〃

七
北
田
川
　
　
　

〃

〃

梅

田

川
　
　
　

〃

〃

　

（「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
関
係
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

　

登
米
市
か
ら
登
米
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

登
米
市
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
仁
田
子
一
番
一
の
一
部
、

二
番
、
二
番
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
一
戦
場
二
十
番
地

 

株
式
会
社
県
南
エ
コ
テ
ッ
ク　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
東
君
ヶ
岡
三
十
二
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
東
君
ヶ
岡
十
八
番
地

 

伊
藤　

明
美　
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